
プラスチック資源循環に向けた取組について 

  【経済産業省・環境省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ プラスチック資源循環法では、プラスチック製品の設計から、廃棄物の処理に関

わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組を促進するための措置事

項が定められ、国は当該取組を把握するとともに、全体としての進捗状況を可能な

限り定量的に検証していくこととされています。 

○ 法の施行以降、特定プラスチック使用製品の有料化や自主回収計画の認定取得な

ど、事業者によるプラスチック資源循環に向けた取組が一定の広がりを見せている

一方で、流通したプラスチック使用製品廃棄物の収集運搬・再商品化は市町村が行

うことになり、その費用負担が大きいことから、特別交付税措置に留まることなく、

制度構築も含め、安定的な処理体制を確保するための財政措置等が必要となります。 

〇 プラスチック使用製品廃棄物を回収する際に、リチウムイオン電池の混入による

火災事案が全国的に多く発生していることから、資源有効利用促進法に基づき、製

造・販売事業者が回収・再資源化の義務を確実に履行する取組を推進する必要があ

ります。市の既存施設で火災対策のみを目的とした改修工事を実施する際にも、循

環型社会形成推進交付金が交付されるよう要件等の見直しを行う必要があります。 

１ プラスチック使用製品の設計から廃棄に関わる市町村・事業者に対して、それ

ぞれの役割に応じたプラスチック資源循環の取組が求められていることから、国

において市町村・事業者の取組状況や費用負担の状況等を検証すること。 

２ 検証の結果、事業者の取組が不十分な場合には適切な対応を行うこと。また、

収集運搬等を行う市町村の費用負担が大きいことから、事業者が収集運搬費用等

を一定負担するなど、市町村の負担を軽減するための制度を構築すること。 

３ リチウムイオン電池による火災は全国的な課題となっており、本市の廃棄物処

理施設においてもリチウムイオン電池の混入による発火が報告されていること

から、混入防止対策として、製造・販売事業者に回収・再資源化の義務を確実に

履行させること。さらに市が施設の火災対策のみを目的とした改修工事を行った

際にも、循環型社会形成推進交付金を交付するなどの財政的な支援を行うこと。 
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この要請文の担当課／環境局生活環境部廃棄物政策担当 TEL 044-200-3721

■ リチウムイオン電池等の混入による影響について

（単位：件）

○製造・販売事業者の責任によ
り回収・再資源化される仕組
みが必要

○循環交付金の対象工事を拡大
するなど、市町村に対して財
政的な支援が確実に行われる
措置が必要

○各主体が役割を果たすことによる社会全体での資源循環の推進が必要

○事業者の取組が法制定時に想定した効果をあげているか、国において
定量的に把握・検証し、必要に応じて事業者への適切な対応が必要

■ プラスチック資源循環法に基づく各主体の役割

プラ製容器包装リサイクル事業者における発煙・発火件数の推移

発火原因物の内訳
■ リチウムイオン蓄電池等
□ その他・不明

主体 役割

国
・事業者や市町村の取組状況を把握し、
全体的な進捗状況を定量的に検証

・取組が不十分な事業者への指導

事業者

・環境に配慮した製品の設計・製造
・使用・提供の合理化
・自主回収及び再資源化
・取組状況の把握及び公開

市町村
・家庭から排出されるプラスチックの
分別収集・再商品化

○プラスチックの分別収集から再商品化に係る市町村の負担は大きい

○事業者の取組が不十分な場合、流通したプラスチックは最終的に家庭
から排出されることとなるため、市町村の負担が増大する

○製造・販売事業者が費用を一定負担する制度の構築や確実な財政措置
等により安定的な処理体制を確保する必要がある

■ プラスチックの分別収集から再商品化に伴う市町村の負担について

使用済み容器の自主回収

〈事業者による取組例〉

再商品化事業者
（選別・再商品化）

収集運搬
市町村負担

市内家庭

分別
排出

収集運搬

コスト増
（車両数増加）

中間処理施設
市町村負担

中間処理施設

コスト増
（設備投資・運営費用増加）

再商品化
市町村負担

(容器プラ：1%)
(プラ製品：100%)

ワンウェイプラ
提供の有料化

市民広報
市町村負担

等

等

等

プラスチック製
フォーク・スプーン
有料化のご案内

御協力をお願いします
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カーボンニュートラルの実現に向けた廃棄物処理 

施設整備事業の推進について 

  【環境省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

 

 

■ 要請の背景 

〇 廃棄物分野における温室効果ガス排出量の削減に向けて、環境省 中央環境審議会

で審議された「廃棄物・資源循環分野における 2050 年温室効果ガス排出実質ゼロに

向けた中長期シナリオ（案）」や「循環経済工程表」、「廃棄物処理施設整備計画」で

脱炭素化の推進に向けた方向性が示されており、本市の廃棄物処理施設の新設や基

幹的施設整備においても「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向けて、より一

層の取組が必要となっています。 

〇 こうした中で、本市では中長期的に安定的な廃棄物処理体制を維持しながらカー

ボンニュートラル（以下「CN」という。）を目指すため、令和６年度に「廃棄物処理

施設の中長期的な整備構想」を策定しました。 

〇 廃棄物処理施設の建設には 10 年に及ぶ長期間を要し、今後整備する廃棄物処理施

設は令和 32（2050）年以降も稼働することから、CN に向けた施設整備が必要であり、

技術革新の動向を見据えながら、早急に具体的な計画を検討するため、国の具体的

な財政支援が必要となります。 

○ 本市では、安定的なごみ焼却処理体制を維持・継続するため、現在、新たな施設

整備の検討を進めており、高度に都市化された限られた立地条件での施設整備や、

高効率発電設備の導入に加え、CN に向けた脱炭素に資する設備導入が必要となりま

す。こうした施設整備には多額な事業費を要することから、昨今の経済の物価動向

に応じた実態との乖離がない財政措置の維持・継続が不可欠となります。 

１ 廃棄物処理施設計画を推進するため、廃棄物処理施設の整備におけるカーボン

ニュートラルに向け、具体的な財政支援の方策を早急に示すこと。 

２ 循環型社会形成を推進するために必要な廃棄物処理施設の整備事業として、新

たな堤根処理センターの整備に必要な財政措置を維持・継続し、脱炭素に資する

設備等についても拡充すること。 
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■ 廃棄物処理施設におけるＣＮ化に向けた取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  本市におけるＣＮ型廃棄物処理体制に向けた整備の方向性 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・廃棄物処理施設整備における、ＣＮに向けた具体的な財政支援の方策を示すこと。 
・循環型社会形成を推進するため、廃棄物処理施設の整備事業に係る必要な財政措置を維持・

継続し、脱炭素に資する設備等についても拡充すること。 
 

 

中長期を見据えたCN型施設整備構想

CCUS等を見据えた

民間企業との連携

新設する廃棄物処理施設整備
計画作成

≪令和５（2023）年度川崎市役所の温室効果ガス排出状況≫ 

 

この要請文の担当課／環境局施設部施設建設課 TEL 044-200-3995 

廃棄物処理施設のＣＮ化 

◆王禅寺処理センター 
新たな浮島処理センターの稼働
（令和27（2045）年度頃）に
合わせて休止 

≪本市の４処理施設におけるＣＮ型廃棄物３処理体制イメージ図≫ 

 

◆橘処理センター 
令和6（2024）年度本格稼働 

◆新たな堤根処理センター 
令和17（2035）年度頃に稼働 
※少量回収設備の運用 
 

◆新たな浮島処理センター 

令和27（2045）年度頃に稼働 
※炭素循環プラント設置 
 

【Step1】令和７（2025）年 
 浮島処理センター既存施設 
 CO2分離回収技術・CO2利活用検討利 

【Step2】令和17（2035）年頃 
 新たな堤根処理センター 
 CO2少量回収設備実装・CCUS 検証 

【Step3】令和27（2045）年頃 
 新たな浮島処理センターで 

CN の実現に向けたCCUS の取組 
 

新たな浮島処理センターゾーニング計画 

廃棄物処理施設におけるCCUS 導入にあたって、中長期的
に事業者と連携しながら炭素循環の取組を進め、3 つのス
テップを踏み、2050 年CN の実現を目指す。 
 

浮島処理センターでバイオマス由来 CO2 を
回収し、利用・貯留することで、他施設の
化石資源由来CO2 分を相殺する。 

更なる高度な設備とともに脱炭
素に資する技術を導入し、
2050 年 CN の実現に向けて廃
棄物処理施設の整備を進める。 
 

新たな堤根処理センターイメージ 

浮島処理センター 

【単位:万t-CO2 】 

施設更新の順序 
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殿町キングスカイフロントの国際戦略拠点形成と

イノベーション・エコシステムの構築について 

  【内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 殿町キングスカイフロントにおいては、米国のインキュベーターBiolabs 社と連携

し、ライフサイエンス分野の創業期のスタートアップを原則２年間という短期間で

急成長させる支援事業を実施しています。 

○ 支援期間終了時点では、一定の企業成長を見込んでいますが、グローバル展開す

る製薬企業からのＭ＆Ａや国内外の市場で IPO を短期間で実現するためには、フォ

ローアップする施策が必要となっています。スタートアップに対する施策について

は、海外のインキュベーターと連携した成長支援が、資金調達やグローバル市場へ

の事業展開に有効となることから、成長段階に応じたソフト・ハード両面からフォ

ローアップ施策を持続的に実施するためには、国の財政支援が不可欠です。 

○ 世界が抱える高齢化等による社会的課題を解決するため「ナノ医療イノベーショ

ンセンター」での革新的研究開発・社会実装を一層加速させることが必要です。 

○ 「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」の目標実現のため、特区

制度における各種支援措置の充実が必要です。特に税制上の支援措置は令和７年度

までですが、「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」の目標を実現す

るためには、支援措置の継続が令和８年度以降も不可欠です。 

１ 国際戦略拠点である殿町キングスカイフロントのイノベーション・エコシステ

ムを一層強化するため、ディープテック領域において、特に期間と資金を要する

ライフサイエンス分野のスタートアップに対する支援施策及び環境整備に対す

る財政支援を講じること。 

２ ナノ医療イノベーションセンターにおける革新的な研究開発について、物価高

騰による影響額を反映させるなど、研究開発の推進に支障が生じないよう予算確

保をするとともに、産学官共創システムの構築等に対する予算拡充を図ること。 

３ 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の取組を進めるため、税制

をはじめ、規制の特例、財政、金融上の支援措置を継続すること。 
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 この要請文の担当課／臨海部国際戦略本部成長戦略推進部 TEL 044-200-2739 

● 多くの企業・機関が集積し、イノベーションが生まれる土壌が整いつつある 

ナノ医療イノベーションセンターにおける革新的な研究開発をはじめとした研究活動及び 
産学官共創システム構築等に対する予算拡充が必要 
 
スタートアップの創出・事業化支援の取組及びスタートアップの成長度合いに応じた支援・ 
環境整備を強力に推進するために必要な予算拡充が必要 

 
   

● 国際戦略総合特別区域の第３期計画が令和４年度から開始 
 

キングスカイフロントにおける更なる拠点形成の推進に向けて「京浜臨海部ライフ 
イノベーション国際戦略総合特区」における各種支援措置の充実が必要 

特に総合特別区域法第 26 条に定められている国際戦略総合特区において適用されている
法人税の課税の特例措置については適用期限が令和８年 3 月 31 日までとなっているが、当
特区の目標を実現するためには、支援措置の継続が令和８年度以降も不可欠 

日本の成長戦略を牽引 
・ 

我が国の国際的な産業競争力を強化 
 

企業・機関の集積が進んできているが、 
集積を生かしたイノベーション創出や、 
スタートアップの創出に向け、更なる 

取組推進が必要 
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「新川崎・創造のもり」を中核とした量子・AI・半導

体等の研究開発プロジェクト等の推進について 

  【内閣府・文部科学省・経済産業省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

■ 要請の背景 

○ 本市には、量子・AI・半導体分野の先端研究開発を行う企業が多数立地し、新た

な大規模研究拠点を次々と開設するなど、首都圏随一の「知」・「技術」・「人材」の

集積地となっており、「新川崎・創造のもり」では量子と古典の融合による最先端コ

ンピューティング技術の研究開発など、新技術・新産業の創出に取り組んでいます。 

○ 本市では、こうした最先端企業・人材の集積を活かして、「量子イノベーションパ

ーク」の実現に向けた取組を推進しており、その中核である「新川崎・創造のもり」

において「量子未来社会ビジョン」や「半導体・デジタル産業戦略」等、我が国の

産業戦略に基づく経済安全保障と密接に関連する重要技術の研究開発や拠点形成を

推進することで、戦略に掲げる目標の早期達成、効果の最大化を実現します。 

○ 量子技術等の最先端技術の早期の実用化・産業化においては、これらの分野の人

材の育成・確保に向けた人材育成プログラムの実施や、重要技術の国産化に向けた

部材サプライヤの研究開発の促進等が必要です。 

○ 本市においては、全国に先駆けて量子技術等を担う若年層や産業人材向けの人材

育成プログラムに取り組んでいますが、優れた技術を有するサプライヤ企業が多く

立地していることから、人材育成や企業の取組に対しての国の支援も必要です。 

１ 本市が有する量子・AI・半導体等の先端企業の集積を活かし、我が国の重要な

科学技術分野の戦略目標を早期に実現するため、経済安全保障に配慮した研究開

発拠点の形成を目指す「新川崎・創造のもり」の機能更新、量子技術イノベーシ

ョン拠点の新設・拡張、量子・AI・半導体等の研究開発プロジェクトへの支援等

を行うこと。 

２ 量子分野をはじめとした新たな産業の創出に向けて、若年層から産業人材まで

の体系的な人材育成の実施や、最先端技術の実用化に不可欠な部材・デバイス等

のサプライチェーン構築に向けた企業の育成、研究開発への支援を行うこと。 
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この要請文の担当課／経済労働局イノベーション推進部 TEL 044-200-3895

2.新川崎・創造のもりの機能更新に向けたイノベーション拠点整備基本計画（令和７年３月策定）

４.市内の量子コンピューター部材のサプライヤ企業
○高周波同軸コネクタ製造企業
量子ビットの制御、出力信号を伝達す
る信号線をつなぐ、極低温で使用可能
な高周波同軸コネクターを製造
（川島製作所株式会社・多摩区）

○磁気シールド製造企業
磁気ノイズから量子ビットを守る約マイ
ナス273℃の極低温環境にも耐えられ
る専用の磁気シールドを製造
（株式会社オータマ・多摩区）

○配線材用金属薄膜製造企業
超電導素材であるニオブチタンによる量
子コンピュータの配線材、電磁波シール
ドの金属薄膜を製造する企業
（リカザイ株式会社・中原区）

１.本市・周辺地区に集積する量子・AI・半導体等の研究開発を行う企業・大学等

出典︓リカザイ

新川崎・創造のもりにおいて、次の100年を見据えた量子、AI、半導体等の最先端コンピューティング分野の「知」と「人材」
が集積する新たな拠点形成を実現するため、2029年度の供用開始を目指したK２タウンキャンパスエリアへの大型ラボス
ペース等の再整備を推進する基本計画を策定・公表

施設イメージ

主な導入機能

３.次世代量子人材育成の取組
○高校生対象「量子サマーキャンプ」
日本IBM、東京大学との共催による量子分野の産業化をけ
ん引する将来人材を川崎から輩出することを目指した人材育
成プログラム

○高校生・大学生対象「量子プログラミング体験講座」
NVIDIA、慶應大学との共催による、GPUを利用した量子プ
ログラミング体験や大学研究ラボツアーを通じて量子分野へ興
味・関心を醸成

出典︓オータマ

出典︓川島製作所

延床面積 約49,000㎡
うち、ラボスペース 約40,000㎡

施設規模

 研究開発を加速する良好な研究環境機能
 コワーキングスペース・多目的コラボレーションスペース
 先端デジタル工作機器を備えたオープンファクトリー
 経済安全保障・セキュリティ・安心安全への配慮
 国内外から優れた人材を誘引する滞在機能
 子どもたちの科学技術への夢を育み人材を育成する機能
 カフェ・レストラン等を備えた地域に開かれた憩いの空間 等

日本IBM（量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ全般）
QII（量子ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝイニシアティブ協議会）
LQUOM（量子通信）
SQAI（ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ量子AI研究拠点）
慶應義塾大学 田中研究室（量子ｱﾆｰリン
グ）、永山研究室（量子通信）、武岡研究室
（量子通信）
QITF（量子ｲﾝﾀｰﾈｯﾄタスクフォース）
三菱電機（ｸｵﾝﾃｨﾆｭｱﾑ他６社との共同研究）

量子 半導体
レゾナック
（半導体後工程材料）
日本IBM
（先端半導体の開発・設計）
Rapidus
（先端半導体の測定・評価）
ニデック
（半導体製造装置）
協同インターナショナル
（微細加工薄膜プロセス)

新川崎・創造のもり

IBM Quantum 
System One

出典︓日本IBM
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川崎市中央卸売市場北部市場の機能更新事業（再整

備）の推進について 

  【農林水産省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 昨今の卸売市場を取り巻く環境は、消費者の食の安全・安心の確保、品質管理の

高度化、物流機能の効率化など、様々な変化が生じていることに加えて、労務単価

や原材料価格の高騰が長期化するなど、一層厳しさを増しています。 

○ 川崎市中央卸売市場北部市場は、開場から 42 年が経過し、施設老朽化への対応や

社会経済環境の変化に対応した機能強化を図るため、「川崎市中央卸売市場北部市場

機能更新に係る基本計画」に基づき、より魅力的な市場となるよう、施設整備に向

けた取組を進めています。 

○ 「強い農業づくり総合支援交付金」については、他市場の過年度からの整備案件

が優先される中で、交付申請額と実際の交付金額に乖離がある場合には、その不足

分について開設者である本市が独自に資金調達しなければならないなど、施設整備

事業が円滑に進まない状況に直面することになります。 

○  川崎市中央卸売市場北部市場が、食の安定供給を支える基幹的なインフラとして

の役割を果たし、将来にわたって、安全安心な生鮮食料品を安定的に提供し、市民

の豊かな食生活を支え続けていくためには、本市と事業者が連携し、施設整備や設

備投資を着実に進め、機能充実に努めていくことが重要です。そのためには、卸売

市場の施設再整備に向けた国の財政面での支援が必要不可欠です。 

１ 「強い農業づくり総合支援交付金」の財源を確実に確保するとともに、交付金

総額の拡充、交付率・上限建築単価の引上げ、対象となる設備等要件の緩和を図

ること。 

２ 市場施設の再整備に際し、事業者は移転経費や設備投資等により大きな負荷と

なることからその支援に対し、必要な財政措置を講ずること。 

新規要請項目 
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所在地/開場年月 宮前区水沢1-1-1/昭和57(1982)年７月
敷地面積/延床面積 168,587㎡/94,402㎡
取扱部門 青果部、水産物部、花き部

場
内
事
業
者
数

卸売業者 ４社（青果１、水産物２、花き１）
仲卸業者 60社（青果16、水産物42、花き２）
売買参加者 636人（青果120、水産物20、花き496）
関連事業者 70社（第一種52、第二種18）
その他業者 2社（クリニック、郵便局）

３部門の取扱金額 約515億円 (令和5年)
周辺地域 幹線道路に面し、東名川崎ICから約1.5km

この要請文の担当課／経済労働局中央卸売市場北部市場 TEL 044-975-2225

①施設の全体的な老朽化への対応

 低温管理等への対応が一部施設のみのため、機能更新を契機とした機能強化を図

ることで、コールドチェーンに代表される品質管理の向上及び食の安全・安心の確保

 「物流の2024年問題」への対応を意識した、物流施策全体の方向性と調和した機能

強化を図り、『首都圏における広域的食品流通の拠点』としての更なる発展

整備の効果

低温管理、品質管理の需要増
（事業者が整備した低温管理設備）

北部市場の概要
土曜朝市の様子

市場見学の様子

北部市場の機能更新（再整備）における課題

②食品流通拠点としての機能の強化

③災害時の支援物資拠点としての機能の強化

④市民に親しまれる市場化の推進

⑤卸売市場事業特別事業の健全化 屋上防水工事の様子

部門間動線の
交錯・重複の様子

整備イメージと事業方式

市民の豊かな食生活を支え続けていく
ためにも国の支援が必要不可欠

 PFI-BTO事業期間 令和７年度〜令和38年度
（整備期間︓令和8年度〜令和18年度）

※整備期間は基本計画モデルプランの場合
 予定価格 665億円（令和38年度まで）

※建設費・維持管理費等含む
 事業手法 PFI-BTO方式＋余剰地活用
 機能更新に係る全事業期間は62年間

○現敷地内において市場運営を継続しながらローリング工

事を行う。

〇卸売市場との相乗効果を生み出す機能を導入し、卸売

市場エリアと一体的な拠点とする。

〇首都圏との結節点となる中継機能（ハブ機能）を充実す

ることで、『首都圏における広域的食品流通の拠点』として

の機能の底上げや地域に根ざした市場の活性化を図る。

※令和6年4月1日時点
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鉄道ネットワークの機能強化について 

  【国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 首都圏における都市機能の強化を図るため、鉄道ネットワークの形成や既存鉄道

路線の輸送力増強等による混雑緩和に向け、計画的な取組を図る必要があります。 

○ 本市では、今後も人口の増加が見込まれており、「川崎市総合都市交通計画」に基

づき、既存鉄道路線の機能強化や混雑緩和に向けた取組を推進しています。 

○ 首都圏や本市における鉄道ネットワークの形成は、広域的な都市間連携や、拠点

機能及び拠点間連携の強化に資するものであり、整備のためには鉄道事業者や他自

治体等と連携して取組を進める必要があります。 

○ 横浜市高速鉄道３号線延伸については、本市と横浜市が協調し、事業計画の合意

形成を進め、令和２（2020）年１月に概略ルート・駅位置を決定したところであり、

引き続き、横浜市と相互に連携・協力しながら、早期開業を目指して取組を進めて

います。 

◯ 国際戦略総合特区及び国家戦略特区の重要なエリアである臨海部では、既存産業

に加え、高度な研究開発機能の集積が着実に進んでおり、我が国の成長戦略の一翼

を担う重要な地域であることから、川崎臨海部の目指す将来像として、「臨海部ビジ

ョン」を策定し、その実現に向けた具体的な取組として鉄道などの基幹的な交通軸

の整備等を含む「交通機能の強化」を基本戦略に位置付け、取組を推進しています。 

■ 効果等 

〇 鉄道ネットワークの機能強化により、既存路線の混雑緩和が図られるとともに、

羽田空港やリニア中央新幹線駅等へのアクセス強化や、首都圏における都市間連携

の強化等による都市機能の向上が図られ、首都圏の国際競争力強化に繋がります。 

鉄道ネットワークの機能強化に向けて、事業の進展に合わせた必要な財政措置

や支援策の充実を図ること。 
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＜鉄道ネットワークの機能強化の取組＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
本市の交通政策の目標 
 
①首都圏機能の強化及び活力ある

本市都市構造の形成に向けた 
交通環境の整備 

 
②誰もが安全、安心、快適に利用 

できる交通環境の整備 
 
③災害に強い交通環境の整備 
 
④地域特性に応じたきめ細やかな

まちづくりを支える交通環境の
整備 

 
⑤地球にやさしい交通環境の整備 

川 崎 市 総 合 都 市 交 通 計 画 

 
鉄道交通施策の方向性 

 
①・広域的な都市間の連携強化 
・本市拠点機能及び拠点間連携の強化 
・羽田空港へのアクセス強化 
・新幹線、リニア中央新幹線駅へのアクセス強化 

  ・臨海部の交通環境整備 
 
②・公共交通へのアクセス向上 
・快適性の向上（混雑緩和・定時性確保） 
・安全、安心な移動環境の確保 
・ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 
・地域（交通）分断の解消（交流の推進） 

 
③・耐震性の向上 
・多重性（リダンダンシー）の向上 

 
④・車両等の低炭素化、省エネルギー化の推進 
・公共交通の利用促進 

鉄道ネットワークの機能強化 

この要請文の担当課／まちづくり局交通政策室 TEL 044-200-2348 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

① 横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘） 

② 小田急小田原線の複々線化 （登戸～新百合ヶ丘） 

③ 東急田園都市線の複々線化 （溝の口～鷺沼） 

④ ＪＲ南武線の輸送サービスの改善 

⑤ 川崎アプローチ線（仮称）の新設 （浜川崎～川崎新町～川崎） 

⑥ 東海道貨物支線貨客併用化 （品川・東京テレポート～浜川崎～桜木町） 

鉄道ネットワークの機能強化に向けて、事業の進展に合わせた必要な財政措置や

支援策の充実を図ること。 
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拠点地区等の整備推進について 

  【国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 本市では、令和７（2025）年３月に立地適正化計画を策定するなど、首都圏に位

置する地理的優位性を活かした商業、業務、都市型住宅等の都市機能の強化と、隣

接する都市拠点と連携した魅力と活力にあふれた都市拠点づくりに取り組んできま

した。 

○ 拠点地区等の整備は、地域の課題解決、都市防災力の向上、省エネ・脱炭素化、

都市機能集積、賑わい創出、税収効果など、様々な効果を得ることができ、引き続

き、川崎・小杉・新百合ヶ丘の広域拠点の整備による広域調和型のまちづくりと、

交通利便性の高い地域生活拠点等の形成を推進し、魅力あるまちづくりを進めます。 

■ 要請額                         （単位：億円） 

事業名及び地区名 
令和 8年度 

計画事業費 
内、国費 

川崎駅周辺地区 

（都市基盤整備事業・優良建築物等整備事業・市街地再開発事業） 
約 18.7 約 10.0 

小杉駅周辺地区（都市基盤整備事業） 約 1.5 約 0.5 

登戸・向ケ丘遊園駅周辺地区（市街地再開発事業） 約 14.2 約 8.3 

鷺沼駅周辺地区（市街地再開発事業・公共施設整備事業） 約 9.6 約 4.8 

柿生駅周辺地区（市街地再開発事業） - - 

合計   約 44.0 約 23.6 

■ 効果等 

〇 駅周辺の多様な都市機能集積や道路、駅前広場、公開空地等の整備など、駅を中

心としたコンパクトなまちの形成を図ることで、市民生活の利便性及び安全性向上

が図られるとともに、防災や環境に配慮した既成市街地の整備・改善を進めること

により、良好な都市環境の形成や都市防災力の向上が図られます。 

市街地開発事業や都市基盤の整備等による拠点地区等の整備推進について、各事

業等の進捗に応じた財政措置を講ずること。 
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■ 今後の費用の見込み                                    （単位：億円） 

事業名及び地区名 
令和 9年度計画 令和 10 年度計画 

事業費 (内、国費) 事業費 (内、国費) 

川崎駅周辺地区 約 33.7 約 20.1 約 27.5 約17.0 

小杉駅周辺地区 約 0.8   約 0.3 約 0.5   約 0.2 

登戸・向ケ丘遊園駅周辺地区 約 16.4   約 10.0 約 30.3   約 17.6 

鷺沼駅周辺地区     約 14.9     約 8.0     約 29.8    約 16.6 

柿生駅周辺地区 約 0.6     約 0.3 約 0.9     約 0.4 

合計 約 66.4 約38.7 約 89.0 約51.8 

 

柿生駅 

鷺沼駅 

武蔵小杉駅 

向ヶ丘遊園駅 

〔令和８年度 主な計画事業〕 

・都市基盤整備事業 （川崎駅周辺地区、小杉駅北口駅前地区） 

・公共施設整備事業 （鷺沼駅前地区） 

・市街地再開発事業（鷺沼駅前地区、京急川崎駅西口地区、登戸駅前地区） 

・優良建築物等整備事業 （京急川崎駅周辺 25番地地区など） 

この要請文の担当課／まちづくり局市街地整備部地域整備推進課（鷺沼・柿生駅周辺地区）TEL 044-200-2730 

まちづくり局拠点整備推進室        （川崎・小杉駅周辺地区）TEL 044-200-3805 

まちづくり局登戸区画整理事務所 （登戸・向ケ丘遊園駅周辺地区）TEL 044-933-8511 

 

町田駅 

武蔵溝ノ口駅 

品川駅 

蒲田駅 

自由が丘駅 

新横浜駅 

横浜駅 

市街地開発事業や都市基盤の整備等による拠点地区等の整備推進について、 

各事業等の進捗に応じた財政措置を講ずること。 

登戸駅前地区 
（イメージパース） 

鷺沼駅前地区 
（イメージパース） 

京急川崎駅西口地区 
（イメージパース） 
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新たなモビリティサービスの社会実装に向けた支援

について 

  【経済産業省・国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 路線バスの減便や廃止が全国に拡大しているなか、都市部の本市においても運転

手不足等の影響により、路線バスを大幅に減便せざるを得ない状況が生じています。 

〇 現在のバス運転手は 50 歳代以上が中心で、市内バス事業者へのヒアリングでは、

約 10 年後のバス運転手数は、現状から更に約３割減少することが見込まれており、

地域公共交通の根幹である路線バスを維持することは困難な状況になっています。 

〇 このため本市では、様々な地域の移動ニーズに対応できるよう、定時定路線型や

デマンド型など地域特性に応じた運行手法を検討し、コミュニティ交通、乗換拠点

となるモビリティ・ハブの取組、基軸となる路線バス等を組み合わせるなど、多様

な主体と連携して取組を進めています。 

〇 新たなモビリティサービスの実現に向けて、実証運行の実施費用や複数年にわた

る継続的な国の支援や、ドライバーの確保に向けた柔軟な雇用機会の創出に資する

エリアを限定した２種免許制度の創設などの規制緩和が必要となっています。 

■ 効果等 

〇 路線バスの減便が避けられない状況下においても、予防保全的に新たなモビリテ

ィサービスを導入することにより、持続可能な地域公共交通ネットワークの維持・

確保を図ります。 

〇 あわせて、地域住民や事業者等の関係者との連携と協働を通じて、利便性・持続

可能性・生産性を高め、都市部におけるモデルケースとなる地域公共交通の「リ・

デザイン」を進めます。 

新たなモビリティサービスの社会実装に向けて、都市部における実証実験にかか

る支援の充実、規制緩和を図ること。 
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＜路線バスを運転できる人数と年齢層（大型２種免許保有者）＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「地域公共交通の再構築に向けた取組」のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域公共交通と連携したモビリティ・ハブのイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この要請文の担当課／まちづくり局交通政策室 TEL 044-200-0147 

出典：警察庁運転免許統計 
（令和５年度版） 

実施エリア：川崎区の一部 

期間：R6.10～1月 

新たなモビリティサービスの社会実装に向けて、都市部における実証実験にか

かる支援の充実、規制緩和を図ること。 
 

実施エリア：中原区、高津区、幸区の一部 

期間：R6.11～1月 

にぎわい創出イベント 

モビリティ・ハブの事例 

シェアサイクル・宅配 BOX 
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川崎臨海部の交通ネットワーク基盤の整備・充実に

ついて 

  【内閣府・国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 川崎臨海部が日本経済の成長に貢献する地域として、持続的な発展を続けるため

には、川崎臨海部全域における交通の円滑性が確保され、地区内外とのアクセスが

しやすく、利便性の高い交通ネットワークを形成する基盤が必要となります。 

○ 川崎臨海部の交通基盤は、今後の大規模土地利用転換による将来の土地利用を見

据えた交通機能の強化や、高速道路とのアクセス性向上、災害時の交通・物流機能

の確保等の観点からも整備・充実が必要であり、羽田空港と京浜港との連携軸とし

ても広域的な幹線道路ネットワークの整備が求められています。 

〇 令和４（2022）年３月には多摩川スカイブリッジが開通し、多摩川両岸が一体的

な成長戦略拠点として、更なる産業連携やアクセス機能の強化等が求められます。 

○ 国道 357 号の川崎市区間は、羽田空港の至近に位置しており、全国的にあまり例

を見ない大規模なトンネル工事を複数控える直轄国道事業であることから、整備に

は膨大な事業費が見込まれますが、当該路線の特徴である広域的な整備効果等を考

慮し、新たな負担のあり方や推進方策の検討が必要です。 

〇 国道 357 号は、首都圏の国際競争力の強化や川崎臨海部の活性化等を図る重要な

路線であり、広域的な交通ネットワークの構築に向け、未整備区間の早期具体化を

図るなど、着実な事業の推進が必要です。 

１ 川崎臨海部は、かつてない大規模土地利用転換を迎えており、それを支える交

通機能について幅広く強化を図るため、引き続き必要な支援を行うこと。 

２ 首都圏の国際競争力強化などに向け、国道 357 号について、着実かつ効率的・

効果的に整備を進めること。併せて、新たな負担のあり方や推進方策の検討を行

うとともに、引き続き、事業費の縮減や費用負担の平準化の検討を行うこと。 
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この要請文の担当課／建設緑政局広域道路整備室     TEL 044-200-0475 

臨海部国際戦略本部基盤整備推進部 TEL 044-200-2547 

・川崎臨海部の基幹的な交通軸や新たな交通結節点の整備など交通機能の強化 

・全国的にもあまり例を見ない事業環境を踏まえた国道３５７号の新たな負担のあり方の検討 

川崎臨海部の持続的な発展  
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道路施設等の老朽化対策、防災・減災対策について 

【国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 本市では、「橋りょう長寿命化修繕計画」「道路維持修繕計画」を策定し、道路施

設等の計画的・効率的な点検・修繕による老朽化対策を実施していますが、予防保

全の観点から措置を講じる必要があり、計画的な財源確保が不可欠となっています。 

○ 本市では、「かわさき強靭化計画」に基づき、緊急輸送道路上の道路施設等の防災・

減災対策を実施していますが、令和６年能登半島地震など、近年、全国的に激甚化・

頻発化する災害への対応として、事業効果の早期発現に向けた財政措置が必要です。 

〇 防災・減災対策のうち大規模な橋りょうの耐震対策は、工事が長期化し、国土強

靭化に関する防災・安全交付金の交付要件を満たすことが困難となっています。 

■ 費用 

○ 令和８年度補助事業費           約１２億円（国費 約６．０億円） 

・ 道路メンテナンス事業費補助      約 ８億円（国費 約４．０億円） 

・ 防災・安全交付金           約 ４億円（国費 約２．０億円） 

■ 効果等 

○ 劣化が進行する前に予防的な対策を実施することにより、大規模修繕や更新を回

避し、通行規制等による市民生活への影響の軽減が図られます。 

○ 大規模災害による被害を最小限に抑え、被災しても迅速に復旧することができま

す。また、交付金制度の対象要件を、早期の効果発現が見込める事業に加え、中長

期的に取り組む事業についても交付要件として追加することで、計画的な防災・減

災対策の実施が可能となります。 

１ 道路施設等の計画的な老朽化対策及び防災・減災対策に必要な財政措置並びに

「５か年加速化対策」後における継続した支援を講ずること。 

２ 国土強靭化に関する防災・安全交付金について、交付要件を緩和すること。 
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●主な道路施設の維持修繕事業 
 
                           
 
 

   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路擁壁損傷状況 

表面剥離 
クラック 

この要請文の担当課／建設緑政局道路河川整備部施設維持課 TEL 044-200-2818 

・道路施設等の老朽化対策、防災・減災対策に必要な財政措置を講ずること 

・「５か年加速化対策」後の継続した支援 

・交付金制度の要件緩和 

橋りょう耐震補強 

鉄道が近接 

橋りょう損傷状況（その１） 

主桁の腐食 

橋りょう損傷状況（その２） 

電線共同溝整備前 

鉄道敷 

横断歩道橋損傷状況 

階段主桁の腐食 

●国土強靭化に関する防災・安全交付金の交付対象事例（イメージ） 
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広域幹線道路網の整備推進について 

  【国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 川崎縦貫道路は、Ⅰ期事業の大師ジャンクション以西の整備が先送りされており、

再開に当たっては、Ⅱ期計画について、東京外かく環状道路(東名高速～湾岸道路間)

との一本化の検討を含めた幅広い検討を進めていくことが必要です。 

〇 Ⅰ期事業再開までの当面の措置である国道４０９号の街路整備の事業進捗が図ら

れていないため、地元経済団体や住民組織等が早期完成を強く求めています。 

○ 大師河原交差点周辺では京急大師線が地下化され、大師橋駅前広場等の整備が進

められていることから、駅へのアクセス経路となる大師河原交差点にかかる歩道橋

のバリアフリー化を含めた早期の架け替えや、交差点周辺で常態化している国道４

０９号の渋滞対策が必要です。 

○ 川崎大師駅周辺では、鉄道の地下化に向けた取組を進めておりますが、踏切除却

までには時間を要するため、交通円滑化に向けた対応が必要です。 

○ 本市臨海部では、扇島等において大規模な土地利用転換が進められていることか

ら、本市まちづくりにおける広域幹線道路網の担う役割を踏まえた検討を進めてい

くことが必要です。 

 

 

 

１ 川崎縦貫道路について、東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道路間）との一

本化を含めた検討を行い、Ⅱ期計画の具体化を図り、事業を推進させること。 

２ Ⅰ期事業再開までの当面の措置として、国道４０９号について、大師ジャンク

ションから国道１５号までの街路整備や、大師河原交差点に架かる歩道橋の架け

替えを早期に完了させること。 
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○東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道路間）計画検討協議会資料より 

○国道４０９号街路整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この要請文の担当課／建設緑政局広域道路整備室  TEL 044-200-2038 

・Ⅱ期計画の具体化を図ることによる川崎縦貫道路事業の推進 
・Ⅰ期事業再開までの当面の措置である国道４０９号街路整備の推進 

 

※ 東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道路間）計画検討協議会資料を一部加工 
横浜港 
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首都高速道路等の料金施策に係る措置について 

  【国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 

 

■ 要請の背景 

〇 令和４（2022）年４月より導入された料金体系では、料金水準の平準化や深夜割

引の導入、大口多頻度割引が拡充され、さらに、令和５年３月からは障害者割引制

度の拡充などが行われましたが、期限を設けた割引制度もあり、割引制度終了後の

物流事業者等への影響や一般道への交通転換が懸念されます。 

〇 本市物流事業者からは、働き方改革関連法の制定により、トラックドライバーの

労働時間短縮が求められており、対策の一環で高速道路の利用増が見込まれますが、

昨今の燃料価格高騰や物価上昇といった経済的負担が増加する懸念があることから、

「大口・多頻度割引の車両単位割引における基本割引率の拡充」や「特大車におけ

る中央環状線の内側を通行しない利用分の割引率の拡充」等の対応が求められてい

ます。 

〇 令和５（2023）年 12 月に示された「新たな高速道路料金に関する基本方針」では、

「世界一効率的な利用」を実現するシームレスな料金体系の構築を目指すとされて

いることから、これまでの料金施策の効果検証を行い、利用者目線に立った料金施

策に取り組んでいくことが必要です。 

■ 効果等 

〇 交通の分散化による移動・輸送時間の短縮 

〇 高速道路の利用促進による一般道の渋滞緩和 

〇 平均旅行速度の向上による二酸化炭素､窒素酸化物等の削減、沿道環境改善など 

 

高速道路の利用促進を図るため、各種割引制度等の見直しや混雑状況に応じた

料金施策など利用しやすい料金体系の実現に向けて取り組むこと。 
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この要請文の担当課／建設緑政局広域道路整備室 TEL 044-200-2038

高速道路の利用促進を図るため、利用しやすい料金体系の実現に向けて取り組むこと

Ｒ３.11.27 第45回国土幹線道路部会資料

〇上記による割引はあるものの、これまでの料金施策の効果検証を行い、利用者目線
に立った料金施策に取り組んでいくことが必要

〇 深夜割引の導入

割引率 ：20％割引
対象車 ：ETC全車種
適用期間：R4～

〇 大口・多頻度割引の拡充

割引率 ：最大45％割引
対象車 ：ETC全車種
適用期間：R4～R7

※1 中央環状線の内側を通過しない交通に限定
※2 拡充10%のうち、5%は中央環状線の内側を通過

しない交通に限定

令和４年４月より導入された「首都圏の新たな高速道路料金」について

〇 料金水準の平準化 （新上限料金）

変更前（令和４年３月３１日まで） 変更後（令和４年４月１日以降）

激変緩和措置の
適用が無い場合

負担増

暫定車種間比率の
終了

％割引20

適用期間：R5.3.27～

首都高速道路（株）ホームページ掲載画像を一部加工

〇 障害者割引制度の拡充

物流を支える車の負担が急激に
増加しないよう制度の拡充など
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幹線道路の整備推進について 

  【国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 幹線道路は、持続可能な物流システムとしての機能や道路交通の脱炭素に向けた

取組など、社会経済を支えるインフラとしての基本的な役割を果たしています。 

○ こうした中、本市の幹線道路網の整備は未だ低い水準にあり、橋梁整備などによ

る京浜間の連携強化とともに、南北に長い地理的特性もあり、臨海部から丘陵部に

向けた市域縦貫方向の交通軸の機能強化が課題となっています。 

○ 南海トラフ巨大地震等への災害対策として、緊急輸送道路の無電柱化や踏切道の

改良を着実に進め、市域の防災力を更に向上させる必要があります。 

○ さらに、通学路における交通安全を確保するためには、幹線道路においても対策

が必要な箇所における歩道整備等を着実に進める必要があります。 

■ 費用 

○ 令和８年度計画事業費                 約 110 億円   （国費 約 49 億円） 

・ 道路・橋梁事業          約 42 億円   （国費 約 19 億円） 

・ 街路事業             約 68 億円   （国費 約 30 億円） 

■ 効果等 

○ 緊急輸送道路の無電柱化と踏切道の改良による災害に強いまちづくりの推進 

○ 歩道整備等による通学児童等の安全・安心な歩行空間の確保 

○ 渋滞等の緩和による自動車交通の円滑化 

道路整備、街路整備を推進するため、当初予算を含めた必要な財政措置を講ずる

こと。 
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この要請文の担当課／建設緑政局道路河川整備部道路整備課 TEL 044-200-2798 

川川崎崎市市のの主主なな事事業業中中のの幹幹線線道道路路  

世田谷町田線 

尻手黒川線 

丸子中山茅ヶ崎線 

宮内新横浜線 

（仮称）等々力大橋 

宮前６号線 

末吉橋 

川崎駅周辺地区 

新百合ヶ丘駅 

周辺地区 

小杉駅周辺地区 

溝ノ口線 

幹線道路網の早期整備に向けて、当初予算を含めた必要な財政措置を講ずること。 

○本市における都市計画道路の整備率（事業費ベース）は 71％で、20 政令指定

都市中 15 番目と低い状況。（出展：国土交通省「令和５年都市計画現況調査」） 

一般国道４０９号 

一般国道 409 号（小杉）【R6供用開始】 一般国道 409 号（小杉）【整備前】 

＜幹線道路の整備＞ ＜幹線道路の整備＞ 

苅宿小田中線 
（R6事業完了） 

苅宿小田中線（Ⅲ期）【整備前】 苅宿小田中線（Ⅲ期）【R6供用開始】 

＜踏切道の改良＞ ＜踏切道の改良＞ 

：川崎市広域拠点 

東 京 都 

横 浜 市 東 京 湾 
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京浜急行大師線連続立体交差事業について 

  【国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 京浜急行大師線連続立体交差事業は、円滑な交通流の確保を目的としており、踏

切における交通渋滞や事故を解消するとともに、騒音、排気ガス等の自動車公害の

低減、線路によって分断されている地域の一体化や防災性の向上等が図られます。 

〇 本事業区間の周辺では、キングスカイフロントを中心とした世界最高水準の研究

開発から新産業を創出するエリア形成や、羽田空港に直結する多摩川スカイブリッ

ジの開通により、更なる交通機能の強化に向けた取組みが期待されています。 

○ 「小島新田駅～東門前駅」区間は、平成 31（2019）年の地下切替により４箇所の

踏切を除却して交通渋滞の解消等を図り、令和６年度に工事が完成しました。 

○ 「東門前駅～川崎大師駅 鈴木町駅すり付け」区間については、事業費と工期の

縮減等や、周辺地域との一体的なまちづくりの検討を行い、令和７（2025）年１月

に今後の取組方針を取りまとめ、必要な都市計画等の手続きに向けて取り組んでい

ます。令和８年度は、都市計画変更・環境影響評価手続きや、詳細設計を進め、工

事に着手することから計画的な財源確保が必要となります。 

■ 費用 

○ 総事業費：約 1,693 億円（補助対象事業費：約 1,565 億円） 

○ 令和８年度計画事業費 約 74.4 億円（国費 約 35.2 億円） 

■ 効果等 

○ 10 箇所の踏切除却による交通事故や渋滞解消及び周辺交通円滑化、沿線環境改善 

○ 京浜急行大師線の地下化による周辺地域との一体的なまちづくりの実現等 

京浜急行大師線連続立体交差事業については、１期区間の事業推進に必要な財

政措置を講ずること。 
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京浜急行大師線連続立体交差事業の概要 

 

１ 事業概要 

 
※令和３年度 全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査集計表（国土交通省） 

２ 諸 元 

○事 業 区 間  小島新田駅～鈴木町駅 

〇事 業 採 択  昭和 63 年度 

○事 業 期 間  平成５年度～令和 20 年度 

○事業の概要  延   長 約 2.4ｋｍ 

          除却踏切数 10 箇所 

○総 事 業 費  約 1,693 億円 

（国費約 782 億円、市費約 861 億円、鉄道事業者負担額約 50 億円） 

○補助対象事業費  約 1,565 億円 

（地下構造に対する補助対象額） 

 

３ スケジュール 

令和６年度   １期区間（小島新田駅～東門前駅）：段階的整備の完了 

 令和７年度以降 １期区間（東門前駅～川崎大師駅 鈴木町駅すり付け）の令和８年度の工

事着手に向けた取組など事業推進 

 

 

 

 

         

羽田空港 

大師橋駅 

本事業については、１期区間の事業推進に必要な財政措置を講ずること。 

４踏切除却

この要請文の担当課／建設緑政局道路河川整備部道路整備課  TEL 044-200-2747 

首都高速横浜羽田空港線 

大師橋駅駅前交通広場 

国道 409 号 
19,353 台/24h※ 

東京大師横浜線 
23,139 台/24h※ 

キ
ン
グ 

ス
カ
イ
フ
ロ
ン
ト 

凡例 

◎ ボトルネック踏切 

○ その他の踏切 

１期区間（事業継続）約 2.4km 

２期区間（事業中止）約 2.9km 
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ＪＲ南武線連続立体交差事業について 

  【国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 
 

■ 要請の背景 

○ ＪＲ南武線は、川崎駅から立川駅までを結び、首都圏において環状方向の鉄道輸

送の一翼を担う鉄道路線であり、本市域を縦断し、市内の各拠点を結ぶ、本市にお

いて重要な交通基盤です。 

○ 沿線の武蔵小杉駅や鹿島田駅周辺では、企業の研究開発機能の集積や大規模な都

市型住宅の整備が進んでいますが、一方で、開かずの踏切に起因する国道 409 号な

どの渋滞や踏切遮断中の横断といった道路交通に関する課題、また、路線バスの速

達性の低下・通学児童などの安全性の低下など地域の生活利便性や生活環境に関す

る課題、さらには、災害発生時の物資輸送を担う緊急輸送道路や広域避難場所への

避難路確保など、災害に対する課題が顕在化しています。 

○ 令和３年度に仮線高架工法から事業費の縮減や事業期間の短縮が見込まれる別線

高架工法への見直しを行い、令和６（2024）年８月に都市計画決定、令和７（2025）

年１月に事業認可を取得し、事業に着手しました。今後は、速やかに用地取得など、

令和 11 年度の高架化工事着手に向けた取組を進めるとともに、関連都市計画道路に

ついても着実に整備を行うための計画的な財源確保が必要となります。 

■ 費用 

○ 総事業費：約 1,387 億円（補助対象事業費：約 1，279 億円） 

○ 令和８年度計画事業費 約 60.3 億円（国費 約 30.2 億円） 

■ 効果等 

○ ９箇所の踏切除却による踏切事故や渋滞の解消、及び交通の円滑化 

○ 沿線小学校の通学路踏切の危険性の解消、及び緊急輸送道路等や避難路の確保 

○ 分断された地域の一体化による生活利便性の向上 

ＪＲ南武線（矢向駅から武蔵小杉駅まで）連続立体交差及び関連都市計画道路

整備について、工事着工に向けた取組に必要な財政措置を講ずること。 
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完成区間（第１期連立事業 約3.9㎞）

ＮＥＣ、三菱ふそう、東芝、キヤノンなどの
世界的企業、ＫＢＩＣ、ＮＡＮＯＢＩＣなど
産学官連携研究開発機能が集積

連立化により地域課題を解決して、沿線の
ポテンシャルを更に高め、暮らしやすく働きやすい

まちづくりを実現！！

小杉駅周辺地区

キヤノン

キヤノン

富士通

ＮＥＣ

三菱ふそう

キヤノン

日立

東芝

東芝

キヤノン

ＫＢＩＣ・
ＮＡＮＯＢＩＣ

東京都大田区

多摩川

横浜市鶴見区

○事業区間 ：矢向駅～武蔵小杉駅間（延長 約4.5km）
○区間の踏切 ：９箇所 （全て踏切道改良促進法指定踏切）
〇関連都市計画道路整備 ：矢向鹿島田線他４路線（延長 約8.4km）

この要請文の担当課／建設緑政局道路河川整備部道路整備課 TEL 044-200-3499

向河原駅前踏切（中原区）

■ スケジュール

鹿島田踏切（幸区）

法指定を受けた踏切の混雑状況 現在の取組

事業調査等
事業化に向けた
調査・設計を実施

・地質調査、測量
・沿線まちづくりの検討
・基本設計
・鉄道事業認可設計
・環境影響評価
・用地測量

（仮線高架工法）

詳細調査
都市計画決定など
に向けた取組

・鉄道事業認可設計
・環境影響評価

（別線高架工法）

H26~ R3

今後の社会変容を
はじめとする社会
経済動向や市民ニ
ーズの変化を踏ま
えた検討

仮線高架工法を見直
し、別線高架工法で
取組むことを決定

R4～

用地取得

下り線
高架工事

上り線
高架工事

完

成
下
り
線

高
架
切
換

関連都市計画道路整備 約8.4㎞

本事業については、工事着工に向けた取組に必要な財政措置を講ずること。

R11～

詳細設計都
市
計
画
決
定
・事
業
認
可

令和６年度 用地補償説明会開催状況
（約220名来場）

R6～

西

現況

東

事業区間 川崎市域 約4.5㎞ 横浜市域 約1.0㎞

(R6)

西

東
完成
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川崎港の機能強化について 

【国土交通省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 東扇島地区は、物流車両の増加に対応するための交通機能の拡充及び内陸部と基

幹的広域防災拠点とを結ぶ緊急物資輸送ルートのリダンダンシー（代替性）の確保

が重要な課題です。臨港道路東扇島水江町線整備については、より一層のコスト縮

減及び整備促進を図り、交通ネットワークを早期に強化することが必要です。 

○ 本市では、川崎港港湾脱炭素化推進計画（カーボンニュートラルポート形成計画）

に基づく事業を実施するため、国の支援が必要です。 

○ 今後急速に老朽化が進行する港湾施設について、ライフサイクルコストの縮減や

施設機能を安定的に確保するため、老朽化対策の実施に向けた予算確保とともに、

機能を終えた施設の撤去に係る新たな予算措置が必要です。 

○ 激甚化・頻発化する地震・台風による津波や高潮等の自然災害、気候変動による

海面上昇等に備えるため、海岸の防災・減災対策を推進することが必要です。 

■ 費用 

○ 令和８年度計画事業費 約 256.3 億円（国費 約 167.4 億円） 

・直轄事業  約 240.9 億円（国費 約 160.6 億円） 

・補助事業等 約 15.4 億円（国費 約 6.8 億円） 

１ 国際戦略港湾「京浜港」の一翼を担う川崎港において、国際競争力の強化に向

けた物流機能の強化や防災機能の強化を図るため、臨港道路東扇島水江町線の

令和９年度本線完成、令和 12 年度 ON ランプ完成に必要な財政措置及びコスト

縮減策を講ずること。 

２ 港湾脱炭素化推進計画の実施に必要な財政措置を講ずること。 

３ 港湾物流機能を安定的に確保するため、港湾施設の老朽化対策に必要な財政措

置を講ずること。 

４ 機能を終えた港湾施設の撤去に係る新たな財政措置を講ずること。 

５ 大規模災害等に備えるため海岸保全施設整備に必要な財政措置を講ずること。 
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臨
港

道
路

東
扇

島
水

江
町

線
（3km

）

かわさきファズ

京浜運河

至 横浜

外貿埠頭

首都高湾岸線 国道357号

東扇島地区

千鳥町地区水江町地区

総合物流拠点地区

基幹的広域防災拠点

コンテナターミナル  

基幹的広域防災拠点

コンテナターミナル

かわさきファズ

京浜運河

至 横浜

外貿埠頭

首都高湾岸線 国道357号

東扇島地区

千鳥町地区水江町地区

総合物流拠点地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨港道路東扇島水江町線 

港湾施設の老朽化対策 

海岸保全施設 

設置後50年を経過する川崎港港湾施設(公共)の割合 

防潮扉の閉鎖には、相当な労力と時間が必要

となっており、津波等発生時における操作員

の安全性確保が必要 

 

安全性 

向上 

改良前 

防潮扉の改良による操作性の向上により、労

力と閉鎖時間の低減が実現 

改良後 

現状 

川崎港では港湾施設における供用開始後 50年以上

経過する割合が 25年後には 94%に急激に増加 

整備後 

臨港道路 

東扇島水江町線 

の整備 

・交通機能の拡充による物流機能の強化 

・緊急物資輸送ルートのリダンダンシー（代替性）の確保

による防災機能の強化 

国際戦略港湾「京浜港」の一翼を担う川崎港の物流機能及び防災機能の強化に必要な財政措置

を講ずること。 

この要請文の担当課／港湾局整備計画課 TEL 044-200-3060 

（角落し式の例） 

  

（引戸式の例） 

 

機能を終えた桟橋 

川崎港の施設の状況例 

  

ひび割れ 鉄筋露出と発錆 
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令 和 ８年 度  

国 の予 算 編 成 に対 する要 請 書  

 

令 和 ７年 ６月  

 

編 集    川 崎 市 財 政 局 財 政 部 資 金 課  

 

川 崎 市 川 崎 区 宮 本 町 1 番 地  

電話 044(200)2183  



 



 


